
資料提供先：米子市政記者クラブ 

 平成２８年１０月２５日 

お知らせ 

皆生海岸の『海岸協力団体』を募集します 
 

～パートナーシップの拡充にむけた新しい取組み～ 

 近年、民間の法人・団体等が海岸においては、スポーツ・レジャー等をはじめとし
て、多種多様な活動を実施されています。 
 このような活動の中、多岐にわたる海岸の維持管理を充実させるため、民間による
海岸環境の保全等の活動促進も必要となっています。 
 地域に根差した民間の法人・団体等による活動を促進し、地域の実情に応じた海岸
の維持管理を実現するため、このたび、皆生海岸の直轄工事区域において、以下のと
おり海岸協力団体の募集を行うこととしましたので、お知らせします。 
 
【概 要】 
  
 ●募集区間 皆生海岸の直轄工事４区域（境港、夜見・富益、両三柳、皆生） 
       別紙「募集区間位置図」参照のこと 
 
 ●募集期間 平成２８年１０月２５日（火）～平成２８年１２月２８日（水） 
 
 ●募集内容 詳細については、日野川河川事務所のホームページに募集要項や応 
       募様式等を掲載していますのでこちらをご覧ください。 

            
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/kaigankyouryoku/kaigankyouryokudantai.htm 

 
 
「海岸協力団体指定制度」について 
 
 自発的に海岸の維持、海岸環境の保全、環境教育等を行うNPO等の民間団体を支援
するものであり、これらの団体を海岸協力団体に指定し、海岸管理者と連携して活動
する団体として法律上位置づけることにより、自発的な活動を促進しようとするもの
です。 

問い合わせ先 
 国土交通省 中国地方整備局 
  日野川河川事務所 
   副所長（技術）    實 光 則 夫 
 
   調査設計課長     乗 松   晃 生 
   ℡ ０８５９－２７－５４８４（代表） 

 さねみつ     の り お 

 のりまつ       こうせい 
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別紙 「 募集区間位置図 」 

(漁港区域を除く) 
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海岸協力団体の公募について 

「海岸協力団体」の指定 

✓海岸協力団体とは 
 海岸において活動する民間の法人・団体を海岸協力団体として指定
することにより、活動の支援を行うものです。 

 海岸協力団体の指定により、海岸管理のパートナーとして地域に根
ざした民間による活動が促進され、地域の実情に応じた多岐にわた
る海岸管理の充実につながることを期待しています。 

海岸協力団体の活動のイメージ 

✓海岸協力団体に指定されると？ 
 海岸協力団体に指定されることにより、その活動に際し占用等の許可の手続きが簡素化されます。 
 国や海岸管理者から必要な情報提供や助言等を受けることができるとともに、法律上位置付けら
れた団体となることで社会的信用が向上し、円滑な活動につながることが期待されます。 

海岸管理者（都道府県等） 

法人または団体（NPO等） 

 

指定 申請 

海岸協力団体に指定されるには？ 
 指定を希望する団体からの申請に基づき、海岸管理者が審査をし、海岸協力団体として指定
することができることとしています。 

自発的活動 

海岸環境の維持 
（清掃活動） 

環境教育活動 

海岸植生の保護 
希少種保護 

（ウミガメ卵の保護） 

調査研究 

海岸法 第２３条の４（海岸協力団体の業務） 
 海岸協力団体は、当該海岸協力団体を指定した海岸管理者が管理する海岸保全区域について、次
に掲げる業務を行うものとする。 
一 海岸管理者に協力して、海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持を行うこと。 
二 海岸保全区域の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 
三 海岸保全区域の管理に関する調査研究を行うこと。 
四 海岸保全区域の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

http://ameblo.jp/sikoku-kabutogani/image-11445917957-12370481019.html
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